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令和５年度第３回板橋区公共交通会議

板橋区公共交通会議設置要綱

（抜粋）

（目的）

第１条 板橋区の総合的な交通体系の整備と、公共交通の維持・充実を推進し、

区民生活の向上に資するため、板橋区公共交通会議（以下「交通会議」とい

う。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 交通会議は、次に掲げる事項について調査、研究及び協議する。

(1) 板橋区交通政策基本計画に関する事項

(2) 交通体系の整備、公共交通の維持・充実に関する事項

(3) 公共交通の利用促進に関する事項

(4) その他、区の交通体系の整備、公共交通の維持・充実に必要な事項

２ 前項の調査、研究及び協議において必要がある場合は、交通会議を道路運送

法（昭和26 年法律第183 号）に基づく地域公共交通会議その他地域の公共交通

に関する会議体（以下「地域公共交通会議等」という。）に位置付け、所要の

協議等が行えるものとする。

（交通会議の委員）

第３条 交通会議の委員は、次の各号に掲げる者30 名以内で区長が委嘱又は任命

する。

(1) 学識経験者

(2) 区民を代表する者

(3) 鉄道事業者を代表する者

(4) 自動車運送事業者を代表する者

(5) 国土交通省職員

(6) 道路管理者

(7) 交通管理者

(8) 板橋区職員

(9) 前各号に掲げる者のほか交通会議の運営上必要と認める者

２ 前条第２項の規定に基づき、交通会議を地域公共交通会議等に位置付ける場

合は、次に掲げる者を委員とし、区長が委嘱する。

(1) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

又はその指名する者

(2) 前号に掲げる者のほか地域公共交通会議等の運営上必要と認める者

１ 現在の会議体と令和６年度からの取組みに伴う対応の必要

令和２年に板橋区交通政策基本計画を策定し、この計画の実行、特に公共交通に関して、区民、交通事業者、国・都・区の各行政

機関の職員が一堂に会して、区内の交通施策について調査、研究及び協議する場として、令和３年に板橋区公共交通会議を設置した。

なお、会議の委員のうち交通事業者については、区内で事業を行う主たる事業者に限定していたところである。

今後、公共交通の利用促進・啓発のほか、公共交通サービス水準の相対的に低い地域への対応の検討を深めていくにあたっては、

区内で営業を行うバスやタクシー事業者との協議・調整が大切となる。

このため、次回、令和６年度開催の会議から、運営の拡充対応を行うこととしたい。
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２ 令和６年度からの体制について

（１） 道路運送法に基づく「地域公共交通会議」に位置づけ

2 ※国土交通省中部運輸局「はじめての地域公共交通」に区加筆

自動車を用いて旅客から運賃を得て運送サービスを

提供する際には、「道路運送法」に基づいて、国の許

認可を得たり、届出が必要となる。

道路運送法には、自治体が地域公共交通施策に取り

組むための仕組みとして、『地域公共交通会議』とい

う制度が用意され、

「地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の形態」に

ついて協議を行うことができる。

自動車を用いて旅客から運賃を得て運送サービスを

提供する際には、「道路運送法」に基づき、国の許認

可を得たり、届出が必要となる。

道路運送法には、自治体が地域公共交通施策に取り

組むための仕組みとして、『地域公共交通会議』とい

う制度が用意されている。

地域公共交通会議では、「地域の実情に応じた適切

な乗合旅客運送の形態」などの協議を行うことができ、

有償の運送サービスの導入となった場合、この会議で

協議を整えると、道路運送法に基づく手続きにおいて、

必要な処理期間が短縮されるなどのメリットがある。

（メリットは「法定協議会」における協議でも同様）

区内では、鉄道とバスによる一定水準の公共交通網

が形成され、また、タクシーも全域で提供されている

こと、交通政策基本計画の策定からまだ数年であるこ

となどから、まず「地域公共交通会議」に位置付ける

こととする。
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２ 令和６年度からの体制について

（１） 道路運送法に基づく「地域公共交通会議」に位置づけ（参考１）
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道路運送法施行規則（抜粋）

（事業計画）

第四条 法第五条第一項第三号の事業計画のうち路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業に係るものには、次に掲げる事項を

記載するものとする。

一 路線に関する次に掲げる事項

イ 起点及び終点の地名及び地番

ロ キロ程

ハ 主たる経過地

二 主たる事務所及び営業所の名称及び位置

三 営業所ごとに配置する事業用自動車の数並びにその常用車及び予備車別の数並びにこれらのうち乗車定員十一人未満の事業用自

動車の数

四 自動車車庫の位置及び収容能力

五 各路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものの当該長さ、幅、高さ又は車両総重量

六 停留所の名称及び位置並びに停留所間のキロ程

七 自動運行旅客運送（自動運行装置（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百八十五号）第四十一条第一項第二十号に規定する自

動運行装置をいう。以下同じ。）を当該自動運行装置に係る使用条件（同条第二項に規定する条件をいう。以下同じ。）で使用し

て当該自動運行装置を備えている自動車を運行することによる旅客の運送をいう。以下同じ。）を行おうとする場合にあっては、

当該自動運行旅客運送に係る第一号、第三号及び前号に掲げる事項

２ 前項の事業計画には、次に掲げる事項を記載した路線図を添付するものとする。ただし、当該路線図について地域公共交通会議

（地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図るために必要な一般旅客自動車運送事業及び自家用有償旅客

運送に関する協議を行うために一又は複数の市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）又は都道府県知事が主宰する会議をいう。

以下同じ。）又は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成十九年法律第五十九号）第六条に規定する協議会（次条第一項第

二号から第六号までに掲げる者を構成員に含むものに限る。以下「協議会」という。）（以下「地域公共交通会議等」という。）にお

ける協議を経たときは、その添付を省略することができる。

（以下、略）
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２ 令和６年度からの体制について

（１） 道路運送法に基づく「地域公共交通会議」に位置づけ（参考２）
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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（抜粋）

（協議会）

第六条 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体は、地域公共交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議

会（以下この章において「協議会」という。）を組織することができる。

２ 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一 地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体

二 関係する公共交通事業者等、道路管理者、港湾管理者その他地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれ

る者

三 関係する公安委員会

四 地域公共交通の利用者、学識経験者その他の当該地方公共団体が必要と認める者

道路運送法施行規則（抜粋）

（地域公共交通会議の構成員）

第四条の二 地域公共交通会議は、次に掲げる者により構成するものとする。

一 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事その他の地方公共団体の長

二 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

三 住民又は旅客

四 地方運輸局長

五 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

六 自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事の管轄する区域内に

おいて現に自家用有償旅客運送を行っている第四十九条に規定する特定非営利活動法人等

２ 地域公共交通会議を主宰する市町村長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、地域公共交

通会議に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 路線を定めて行う一般乗合旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送について協議を行う場合には、次に掲げる者

イ 道路管理者

ロ 都道府県警察

二 学識経験を有する者その他の地域公共交通会議の運営上必要と認められる者
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２ 令和６年度からの体制について

（１） 道路運送法に基づく「地域公共交通会議」に位置づけ（参考３）
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国の示す「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」における背景・必要性（左図）は、地域の公共交通を考える

上で最も重要なものであり、区でも、板橋区交通政策基本計画の２０ページに、同様の主旨の記載（右図）を行っている

ところである。

今後は、新たな体制の中で、官民間、交通事業者間、交通・他分野間における地域の関係者の連携・協働＝「共創」に

より、利便性・持続可能性・生産性の向上を基本的な考え方として、取り組んでいく。

※国土交通省資料から抜粋
※板橋区交通政策基本計画（２０ページ）より
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２ 令和６年度からの体制について

（２） 委員の追加（案）
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自動車を用いて旅客から運賃を得て運送サービスを

提供する際には、「道路運送法」に基づいて、国の許

認可を得たり、届出が必要となる。

道路運送法には、自治体が地域公共交通施策に取り

組むための仕組みとして、『地域公共交通会議』とい

う制度が用意され、

「地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の形態」に

ついて協議を行うことができる。

① バス事業者追加

●環状七号線での運行事業者

東京都交通局（バス）： 王７８系統（王子駅～大和町（板橋本町）～小茂根 ～新宿駅西口）

関東バス株式会社 ： 赤３１系統（赤羽駅東口～大和町（板橋本町）～小茂根～高円寺駅北口）

※赤３１系統は、国際興業株式会社と共同運行

●成増駅から練馬区・和光市方面への運行事業者

西武バス株式会社 ： 成増駅南口・地下鉄成増駅付近から、主に次の駅へ

・練馬駅

・練馬高野台駅

・石神井公園駅（国際興業株式会社と共同運行）

・大泉学園駅

・吉祥寺駅

・光が丘駅

東武バスウエスト株式会社 ： 成増駅南口・北口からそれぞれ、和光市駅へ

② バス・タクシーの運転手が組織する団体

東京都交通運輸産業労働組合協議会（バス部会、ハイタク部会）

③ 交通管理者（警視庁交通部交通規制課）

④ 板橋区の関係部署職員（健康生きがい部、資源環境部を検討中）


